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　一般廃棄物収集運搬許可業者のし尿、下水道汚泥等の搬入の際の施設使用料（納入義務者は、一般廃

棄物収集運搬許可業者となります）

　＊許可期間１か月未満の道路等の占用料が、消費税改定後の額に変ります。

※各家庭等のし尿収集料金について、１０月１日から消費税改定後の料金になります。

　　（ 新料金 ）１８リットルにつき１９２円　　（ 旧料金 ）１８リットルにつき１８８円

※し尿収集の料金や収集依頼などについて、詳しくは

　収集運搬許可業者　㈲オキカン島前営業所　電話：６－１５６３までお問合せください。

３．お問い合わせ先
　　ご不明の点等がありましたら、下記までお問い合わせください。

西ノ島町役場　環境整備課　（管理係・上下水道係）
TEL　08514-6-1748　　FAX　08514-6-0186

（３）水道分担金（本年 10 月 1 日以降に認定を受けたものから適用）

（４）し尿処理施設（びわ苑）使用料（本年 10 月 1 日から適用）

（５）道路占用料・漁港、港湾占用料・普通河川占用料

　　　　（本年 10 月 1 日以降に占有許可を受けたものから適用）

メーター口径 改定後 改定前

　２０ｍｍ以下　 １１０，０００円 １０８，０００円

２５ｍｍ ２２０，０００円 ２１６，０００円

３０ｍｍ ２７５，０００円 ２７０，０００円

４０ｍｍ ３３０，０００円 ３２４，０００円

５０ｍｍ ５５０，０００円 ５４０，０００円

７５ｍｍ １，４８５，０００円 １，４５８，０００円

改定後 改定前

１８リットルにつき５３円 １８リットルにつき５２円

公共料金の取扱いについて
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　国と地方における社会保障の充実・安定化を図るための財源確保を行っていくため、平成２８年に消
費税法関係法の法律改正が行われました。これにより、令和元年１０月１日から新税率１０％に対応す
るため、町の公共料金のうち使用料及び占用料の一部で変更を行うこととなりますので、ご理解とご協
力をお願いいたします。

１．新税率を適用する使用料等
　新税率を適用する使用料は、水道・下水道使用料、水道分担金及び占用料（道路、漁港、港湾、普通
河川）です。適用時期は令和元年 10月 1日からで、詳細は次のとおりです。
２．改正内容
　今回の改正では、使用料等の本体金額は据置きとし、使用料等に加算される消費税相当額の税率を現

行８％から新税率 10％へ変更するものです。

（１）水道使用料 ５期分（令和 2 年１月検針分）から適用

（２）下水道使用料 ５期分（令和 2 年１月検針分）から適用

区分 水量等 改定後 改定前

基本料金 ８㎥ １，６７６円 １，６４６円

メーター使用料

１３mm ２２０円 ２１６円

２０mm ３３０円 ３２４円

２５mm ４４０円 ４３２円

３０mm ５７２円 ５６２円

４０mm ６６０円 ６４８円

５０mm １，５４０円 １，５１２円

超過料金

　９㎥～２０㎥ ２２０円 ２１６円

２１㎥～４０㎥ ２３１円 ２２７円

４１㎥～６０㎥ ２４１円 ２３７円

６１㎥～ ２５２円 ２４７円

船舶用 ２７３円 ２６８円

製氷用 ２３１円 ２２７円

臨時用 ３６６円 ３６０円

区分 水量等 改定後 改定前

基本料金 ８㎥ １，２５７円 １，２３４円

超過料金

　９㎥～２０㎥ １８９円 １８５円

２１㎥～４０㎥ ２０９円 ２０５円

４１㎥～６０㎥ ２３２円 ２２７円

６１㎥～ ２５２円 ２４７円

消費税法の改正に伴う本年１０月１日から


